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介護職員処遇改善交付金に係る処遇改善計画等について   



（1） 処遇改善計画書について（案）  

介護職員処遇改善交付金による助成を受けようとする事業者は、助成申   

請にあたり処遇改善計画書を都道府県に提出することとされているが、そ   

の取扱い等について、現時点での（案）をお示しするので、都道府県にお   

かれては参考とされたい。  

なお、ここにお示しした（案）については、今後の変更があり得るもの   

であり、詳細が確定次第、各都道府県あて送付することとしている。  

本的事  

（D 処遇改善計画書の構成  

処遇改善計画書は「賃金改善について」と「賃金改善以外の処遇改善   

について」により構成されるものとする。  

② 介護職員（訪問介護員等含む。以下同じ。）への周知  

助成申請を行う事業者は処遇改善計画書をすべての職員が閲覧できる   

ような場所に掲示する等の方法により、すべての職員に周知をした上で、   

都道府県に提出しなければならない。  

③ 処遇改善計画書の作成単位  

処遇改善計画書の提出にあっては、原則として、事業所又は施設（以   

下「事業所等」という。）ごとに当該事業所の所在地を管轄する都道府県   

あてに提出することとしている。  

なお、処遇改善計画書を事業所等ごとに作成する必要はなく、事業者   

（法人）が一括で作成してもかまわない。また、同一の就業規則により   

運営されている地域・サービス等ごとの作成も可能である。この場合に   

おいても提出は都道府県ごとに行うものとするが、事業所ごとに書類を   

作成する必要は必ずしもなく、処遇改善計画書に事業所等の一覧表を添   

付することでも足りるものとする。  

金改善についての具体的な内容について  

（D 処遇改善計画書における賃金改善についての記載事項  

平成21年度の助成申請にかかる処遇改善計画書における「賃金改善に   

ついて」は、次の事項を記載することを想定している。   

ア 交付金の一月当たり交付見込額   

イ 介護職員一人当たりの賃金改善見込額（月額）   

ウ 賃金改善の方法（改善給与項目）  

⇒改善しようとする給与項目（以下「改善給与項目」という。）及び当  

該改善の期間（以F「改善対象期間」という。）を具体的に記載する。  

例）・ 基本給の増額（ベースアップ）   



・各種手当の増額  

・ 手当の新設  

夜勤手当の単価の割り増し  

賞与又は一時金の新設  等  

工 前年度の介護職員の常勤換算数（総数）  

オ 前年度の介護職員に対して支払った賃金等の総額   

※具体的な計算方法等については検討中。  

② 本交付金による賃金増加分の支払い方法について  

支払い方法については、改善給与項目を明確に記載させるものとする。  

なお、実際の支払いの時期については、月ごとに支払うことも一括し   

て支払うことも可能とする。  

③ 実績報告書について  

平成21年度の助成にかかる実績報告書においては処遇改善計画書の作   

成単位ごとに次の事項を記載することを想定している。   

ア 助成を受けた交付金の総額   

イ 改善対象期間における介護職員の常勤換算数の総数   

ウ 改善対象期間に介護職員に対して支払った賃金等の総額   

工 賃金改善に充当した交付金の総額   

オ 介護職員一人当たりの賃金改善額（月額）   

※具体的な計算方法等については検討中。  

なお、毎年度の実績報告を行う時点において、賃金改善に充当した交   

付金の総額が助成を受けた交付金の総額を下回る場合は、当該差額を都   

道府県に返還するものとする。  

賃金改善以外の処遇改善についての具体的な内容について  

① 賃金改善以外の処遇改善についての記載事項  

賃金改善以外の処遇改善については次のような内容を記載することを   

想定しているが、具体的な記載内容は任意のものとする。なお、これら   

はあくまで例示であり、必ずしもこれに準ずる必要はない。   

ア 処遇全般について   

・賃金体系等の人事制度の整備   

・ 非正規職員から正規職員への転換   

・短時間正規職員制度の導入   

・ 昇給または昇格要件の明確化   

・ 休暇制度、労働時間等の改善   

・職員の増員による業務負担の軽減   

イ 教育・研修について  
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人材育成環境の整備  

資格取得や能力向上のための措置  

・ 能力向上が認められた職員への処遇・配置の反映  

り 職場環境  

出産・子育て支援の強化  

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化  

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成  

・ 健康診断・腰痛対策・こころの健康等の健康管理面の強化  

・介護補助器具等の購入・整備等  

休憩室・談話室の確保等  

エ その他の改善   

※ 介護職員処遇改善交付金は、その使途を介護職員の賃金等にのみ限定し  

ているため、これらの改善のための費用に充当することはできない。  

その他の取扱い  

（D 処遇改善計画書の添付書類  

処遇改善計画書には次の書類を添付しなければならない。   

ア 労働基準法第89条に規定される就業規則等（作成義務のある事業所  

に限る。）。  

また、就業規則等を改正した場合には、その都度改正後の就業規則  

等を当該改正の概要を付した上で、都道府県に提出しなければならな  

い。   

注）賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成  

している場合は、それらの規程を併せて提出   

イ 労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険料等の納  

入証明書、労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書   

等）  

（2） 労働法規等の遵守状況について   

○ 都道府県は、交付金の助成を受けていた事業所等が、労働基準法、労  

働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等（以  

下「労働基準法等」という。）の違反により罰金刑以上の刑に処せられた  

場合、既に支給された一一部又は全部の助成金の返還及び当該違反の状態  

が適正化されるまでの間の、助成金の支給停止を行うことができるもの  

とする。  

○ また、都道府県は本交付金を一つの契機として、助成を受けようとす   

る者に対し労働基準監督署作成のパンフレットを配布する等の方法によ  
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り、事業所における労働基準法等の遵守状況を改めて確認するよう促し、  

より一層の介護労働者の労働条件の確保・改善を図られたい。  

（3）キャリアパス要件について   

○ 介護職員の確保・定着をはかるためには、能力、資格、経験等に応じ  

た処遇を行うことが重要との指摘を受けているところである。  

○ 平成22年度以降の助成にあっては、基本的に平成21年度の取扱いに準   

じることを想定しているが、キャリアパスに関する要件を満たしていな   

い場合は助成額を減額することを予定している。  

○ その具体的な内容としては現在検討中であるが、例えば、   

ア 介護職員についてどのようなポスト・仕事があり、そのポスト・仕  

事に就くために、どのような能力・資格・経験等が必要なのかを定め、   

イ それに応じた給与水準を定める   

こと等を要件とすることを考えている。  

○ 今後、多くの事業所がこうした要件を満たすことにより、介護職員の   

確保・定着促進が図られることが重要と考えており、特別養護老人ホー   

ムや訪問介護など事業所等の特性に応じたモデルについて、事業者団体   

の協力を得ながら具体化していくことを予定している。   
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福祉人材コーナー設置予定公共職業安定所（54箇所）  

都道府県   
福祉人材コーナー（※1）設  

置予定公共職業安定所名   公共職業安定所所在地   備考欄   

北 海 道 労働局   札  幌   札幌市中央区南十条西14丁目  
青  森 労働局   森   青森市中央2－10－10  

岩  手 労働局   盛  岡   盛岡市紺屋町7－26  

宮  城 労働局   仙  仙台市宮城野区相同4－2－3仙台MTビル3階．4階  
秋  田 労働局   秋  田   秋田市茨島ト12－16  

山  形 労働局   山  形   山形市桧町2－6－13  

福  島 労働局   福  島   福島市狐塚17－40  

茨  城 労働局   水  戸   水戸市水府町1573－1  

栃  木 労働局   宇 都 宮   宇都宮市明俣野町ト4宇都宮第2地方合同庁舎1階  
群  馬 労働局   橋   前橋市天川大島町130－1  

埼  玉 労働局   浦  和   さいたま市浦和区常盤5－8－40  

千  葉   千葉市美浜区幸町1－1－3  

千  葉 労働局  松  戸   松戸市松戸1307－1松戸ビルヂング3階  

成  田   成田市加良部3－4－2   

池  袋   豊島区東池袋3－1－1サンシャイン603階   

東  京 労働局  足  立   足立区千住1－4－1東京芸術センター6階～8階  垂備中  
八  王  子   八王子市子安町ト13－1   準備中   

神 奈 川 労働局   横  浜   横浜市中区本町3－30  

新  潟 労働局   新  潟   新潟市中央区万代3－4－38  

富  山 労働局   山   富山市奥田新町45  

石  川 労働局   金  沢   金沢市鳴和ト18－42  

福  井 労働局   福  井   福井市大手2－22－18  

山  梨 労働局   甲  府   甲府市住吉ト17－5  

長  野 労働局   松  本   松本市庄内3－6－21  

岐  阜 労働局   岐  阜   岐阜市五坪1－9－1岐阜労働総合庁舎1階  

静  岡   静岡市駿河区西島235－1  

静  岡 労働局  浜  松   浜松市中区浅田町50－2  

沼  津   沼津市市場町9－1沼津合同庁舎1階   

愛  知 労働局   名 古 屋 中   名古屋市中村区名駅南1－21－5総合雇用センター内  
三  重 労働局   津   津市島崎町327－1  

滋  賀 労働局   大  津   大津市中央4－6－52  

京  都 労働局   京 都 西 陣   京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439－1  

大  阪 労働局   
大 阪 東   大阪市中央区農人橋2－ト36ピップビル1階～3階  

阿 倍 野   大阪市阿倍野区文の里1－4－2   

兵  庫 労働局   神  戸   神戸市中央区相生町1－3－1  

奈  良 労働局   奈  良   奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎  

和 歌 山 労働局   和 歌 山   和歌山市美園町5－4－7  

鳥  取 労働局   鳥  取   鳥取市富安2－89  

島  根 労働局   松  江   松江市向島町134－10松江地方合同庁舎2階  

岡  山 労働局   岡  山   岡山市野田1－1－20  

広  島 労働局   広  島 東   広島市東区光が丘13－7  

山   口 労働局   山  口   山口市神田町1－75  

徳  島 労働局   徳  島   徳島市出来島本町1－5  

香  川 労働局   松   高松市花ノ宮町2－2－3  

愛  嬢 労働局   松  山   松山市大軒家町3－27松山労働総合庁舎  

高  知 労働局   知   高知市稲荷町6－20  

福  岡 労働局   福 岡 中 央   福岡市中央区赤坂1－6－19  

佐  賀 労働局   佐  賀   佐賀市成幸町5－21  

長  崎 労働局   長  崎   長崎市宝栄町4－25  

熊  本 労働局   熊  本   熊本市大江6－1－38  

大  分 労働局   大  分   大分市都町4－1－20  

宮  崎 労働局   宮  崎   宮崎市柳丸町131  

鹿 児 島 労働局   鹿 児 島   鹿児島市下荒田1－43－28  

沖  縄 労働局   那  覇   那覇市おもろまち1－3－25  




